
派遣法第 23 条第 5 項に基づき毎年度終了後の派遣先から受ける派遣料金に占

める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合（マ ー ジン率）を以下の

様に公開する。

派遣料金の平均額 ー 派遣労働者の賃金の平均額

マ ー ジン率＝

派遺料金の平均額

（当該割合に少数点以下1位未満の端数がある時は、 これを四捨五入する。）

事業所名

所在地

労働者派遣許可番号

株式会社 アクティブ

長野県上伊那郡南箕輪村408番地1

般20-300211

〖対象期間： 2020 年 2 月 1 日～2021 年 1 月 31 日〗

①派遣労働者の数

②派遣先数（事業年度あたりの事業所数）

③労働者派遣に関する料金の平均額 (1 日 8 時間当たりの額）

④派遣労働者の賃金額の平均額（1 日 8 時間当たりの額）

⑤マ ー ジン率 ※小数点第 2 位以下四捨五入

⑥教育訓練に関する事項

219人

29 社

14,992円

10,064円

35.3% 

教育訓練の種類 実施人数 実施方法 賃金の支給状況 派遣労働者の費用負担

新規登録者訓練 41 人 Off- JT 無‘‘ 皿‘‘‘ 

安全衛生教育 89 人 Off- JT 細’‘‘ 無‘‘‘ 

環境教育 89 人 Off- JT 無‘‘‘ 1‘1J[‘‘‘ • 

Iマ ー ジン率に含まれる費用I
法定福利費 労災保険料、 扉用保険料、 社会保険料等の事業主負担分

年次有給休暇費用 年次有給休暇取得時にかかる賃金（派遣先請求なし）

派遣労働者への諸手当 通勤手当等（派遣先請求なし）

会 健康診断費用 定期健康診断及び生活習慣病検診等の事業主負担分

社 募集費用 派遣労働者の募集にかかる求人（求人誌等）

運 登録受付、 派遣先紹介、 教育訓練、 事務管理費、

営 営業及び管理費用 人件喪及び活動喪、 法定手続費用、 事務所費、 通信費、

費 燃料費、 生活サポ ー ト（通訳等）

営業利益 上記に関わる費用を差し引いた利益


